
新 旧 備考 

１～７ 省略  １～７ 省略  

８ 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合

物ごとの量、容器包装リサイクル法第２条第６項に規定する主

務省令で定める物の量及び製品プラスチックの量の見込み（法

第８条第２項第４号） 
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新 旧 備考 
 

  

 

 

 

ガラス製容器（無

色・茶色・その他）

の独自処理量を引

渡量に移行 

 

 

 

 

 

 

 

ペットボトルの引

渡量を独自処理量

に移行 

９～12 省略  ９～12 省略  

 

      

      

      

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

      

 
     

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 


